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ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロへの対処についてＮＢＣテロその他大量殺傷型テロへの対処についてＮＢＣテロその他大量殺傷型テロへの対処についてＮＢＣテロその他大量殺傷型テロへの対処について    

    
平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ ６ 日  
内 閣 危 機 管 理 監 決 裁  
Ｎ Ｂ Ｃ テ ロ 対 策 会 議  
平成１３年５月２８日一部改正  

 
テロリズムは、その目的・動機の如何を問わず正当化され得ず、断固非難さ
れるべきものである。テロリズムとの闘いについては、国際社会においても明
確な決意が共有されており、毎年の国連総会において、テロ防止及び撲滅のた
めの措置に関して「国際テロリズムに関する廃絶措置」決議が採択されるとと
もに、平成１２年７月の九州・沖縄サミットにおいても、動機の如何を問わず
あらゆる形態のテロリズムと闘う決意が再確認されている。 
我が国において平成７年３月２０日に発生した「地下鉄サリン事件」は、化
学剤であるサリンを使用し無差別の大量殺傷を目的としたテロ事件として記憶
になお新しいところであり、同年１２月のテロ対策に関するオタワ閣僚宣言は、
同事件に深い懸念を表明するとともに、核物質、生物剤又は化学剤若しくはこ
れらを用いた大量破壊（殺傷）兵器を使用したテロ（以下「ＮＢＣテロ」とい
う。）を新たな脅威と位置付け、それへの対応に向けた各国の強力な取り組みを
要請している。 
  このような国際的な要請をも踏まえ、我が国においては、テロ事案の防止及
び発生時の対処体制の強化に向けた継続的な努力が行われており、平成１０年
４月１０日の閣議においては「重大テロ事件等発生時の政府の初動措置につい
て」を決定（以下「重大テロ対処閣議決定」という。）するなど、政府全体とし
て対処体制の整備を着実に進めているところである。とりわけ、ＮＢＣテロや
大規模爆弾テロ等大量殺傷型のテロ事件が発生した際の対処については、平成
１１年３月２３日、重大テロ対処閣議決定に基づく対応マニュアルとして、「大
量殺傷型テロ事件発生時において行うべき措置について」（平成１１年３月２３
日内閣危機管理監決裁、平成１２年８月３１日同一部改正、平成１２年１２月
２８日同一部改正、平成１３年１月６日同施行）が策定されたところである。 
本対処計画は、この対応マニュアルを基本的に踏襲し、下記のとおり、ＮＢ
Ｃテロを始めとする大量殺傷型のテロ事件が発生した際の政府の基本的な対処
について定めるとともに、特にＮＢＣテロ対策が持つ特殊性に着目した発生時
の被害管理のための措置について、ＮＢＣテロ対策会議における検討を踏まえ
て記述するものである。 
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なお、従来の対応マニュアルである「大量殺傷型テロ事件発生時において行
うべき措置について」は、本対処計画の策定をもって廃止することとする。ま
た、自衛隊の治安出動等の手続きについては、従来の対応マニュアルにおける
と同様別に委ねるものとする。 
 

記 
 

第１ 事件処理の基本 
  １  事件処理の基本方針 
  大量殺傷型テロ事件(ＮＢＣテロ事件を含む。以下同様。)に対し、政府は、
人命の尊重に配慮しつつ、法秩序の維持のため断固たる態度をもって臨むも
のとし、迅速に人命救助と事件の解決に向けた措置を執るとともに、被害の
拡大防止、再発防止と社会不安解消のため、最大限の努力を払うものとする。 
 

  ２  事件処理体制 
     （対策本部の設置） 
(１) 大量殺傷型テロ事件が発生した場合は、重大テロ対処閣議決定に基づ
き内閣総理大臣が内閣に設置する対策本部において、基本的対処方針その
他対処に係る重要事項について協議決定する。 
 

     （安全保障会議への諮問） 
(２) 内閣に対策本部が設置された場合において、大量殺傷型テロ事件が重
大緊急事態に該当し、内閣総理大臣が必要と認めるときは、安全保障会議
を開催し、特に重要な事項について審議する。 

 
第２  情報連絡体制の整備 
  １  事件等発生時の通報 
     （第一報の通報） 
(１) 大量殺傷型テロ事件を自ら認知した関係省庁（警察庁、防衛庁、消防
庁、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省
及び海上保安庁をいう。以下同様。）は、第一報を速やかに内閣情報集約
センターを通じて内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣
危機管理監（以下「内閣総理大臣等」という。危機管理担当大臣が置かれ
ている場合にあっては危機管理担当大臣を含む。）に報告・連絡するとと
もに、他の関係省庁に連絡する。ただし、関係省庁による内閣総理大臣等
への報告・連絡が、それぞれのルートで行われることを妨げない。 
  なお、文部科学省への通報は、事件が放射性物質の放出又は生物剤の使
用を伴い若しくはそれらのおそれがある場合に限る。 
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     （通報を要する場合） 
(２) （１）の通報を要する場合は、以下のとおりとする。 
ア  甚大な人的な若しくは物的な被害を伴う事案であって、発生時の状
況から合理的に判断してテロ事件と認められる事案が発生した場合 

イ  「ア」のおそれがある場合 
 
  ２  情報連絡体制の整備 
     （情報連絡体制の整備） 
(１) 内閣官房及び関係省庁（以下「関係省庁等」という。）は、大量殺傷型
テロ事件発生時における迅速的確な対処のため、予め情報連絡体制の整備
に努めるとともに、兆候事案、対処に関する知見等関連情報の相互通報に
努めるものとする。 
 
（連絡体制表の作成配布） 
(２) 内閣官房副長官補（安全保障、危機管理担当）付（以下「内閣官房（安
全保障、危機管理担当）」という。）は、関係省庁等における第一報連絡先
等を記載した連絡体制表を作成し、関係省庁等に配布する。関係省庁等は、
当該連絡体制表の内容に変更が生じた際には、速やかに内閣官房（安全保
障、危機管理担当）に連絡するものとする。 
 

第３  官邸対策室の設置等 
  １  官邸対策室の設置 
     （官邸対策室の設置） 
(１) 内閣危機管理監は、第２の１の（２）ア又はイに当たる通報を内閣情
報集約センター等から受けた場合は、原則として官邸対策室を官邸危機管
理センター（以下「危機管理センター」という。）に設置する。官邸対策
室は、対策本部が設置された場合、その事務を対策本部事務局に引き継ぐ
ものとする。 
 

     （関係省庁への連絡等） 
(２) 官邸対策室は、その設置を関係省庁に連絡するとともに、必要に応じ
関係省庁からの連絡要員の派遣を要請する。 
 

     （官邸対策室の任務） 
(３) 官邸対策室は、関係省庁等からの報告・連絡を踏まえて初動における
状況の把握に努め、事件に関する基本的事項、対処経過に関する事項、関
係省庁の体制に関する事項等について随時確認を行い、必要な総合調整及
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び特命事項の処理等の事務を行うとともに、内閣総理大臣等に必要な報
告・連絡を行うものとする。 

 
２  関係省庁等による通報及び協議調整 
     （迅速な通報） 
(１) 関係省庁等は、第２の２ に定める情報連絡体制に基づき、関連情報等
の迅速な通報に努めるものとする。   
   

     （続報及び連絡） 
(２) 関係省庁等は、第２の１の（２）による通報のほか、事件の概要、経
過、措置等に関する情報を、内閣情報集約センター又は官邸対策室に、ま
た、対策本部設置後は対策本部に、迅速に報告・連絡するとともに、必要
に応じ他の関係省庁等にも連絡するものとする。 
 

    （情報の集約と協議調整） 
(３) 関係省庁等は、随時相互に必要な協議調整を行う。官邸対策室は、必
要に応じ、別紙２に掲げる者により構成する会議を開催するなどにより、
情報の集約と初動対処の協議調整を行う。  
 
３  対策本部幹事会構成員の緊急参集及び協議 
第４の１の（３）により予め対策本部幹事会の構成員に指定された者のう
ち、官邸対策室が状況により必要と認め参集の連絡を行った者は、危機管理
センターに緊急参集し、初動対処等について必要な協議を行うものとする。 
 

第４  対策本部の設置等 
  １  対策本部の設置 
     （対策本部設置の意見具申） 
(１) 内閣危機管理監は、必要により、内閣総理大臣及び内閣官房長官（危
機管理担当大臣が置かれている場合にあっては危機管理担当大臣）に、対
策本部の設置について意見具申を行う。 
 

     （対策本部の設置、構成） 
(２) 内閣総理大臣の判断により、対策本部を危機管理センターに設置する。 

対策本部構成員の基準は次のとおり（重大テロ対処閣議決定による。）。 
本 部 長  内閣総理大臣又は内閣官房長官（危機管理担当大臣が置かれ

ている場合にあっては危機管理担当大臣） 
副本部長 内閣官房長官その他必要により本部員のうち国務大臣であ

る者の中から本部長が指定する者（ただし、危機管理担当大
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臣が置かれかつ内閣総理大臣が本部長の場合にあっては内
閣官房長官とともに危機管理担当大臣を副本部長とし、危機
管理担当大臣が本部長の場合にあっては内閣官房長官を本
部長代理としその他必要により本部員のうち国務大臣であ
る者の中から本部長が指定する者を副本部長とする。） 

本 部 員 国家公安委員会委員長 
防衛庁長官 
総務大臣 
法務大臣 
外務大臣 
厚生労働大臣 
経済産業大臣 
国土交通大臣 
内閣官房副長官（政務） 
内閣官房副長官（事務） 
内閣危機管理監 
警察庁長官 
その他本部長が必要と認める者 
 

この場合、事件が放射性物質の放出又は生物剤の使用を伴う場合は文
部科学大臣を、また、事件の性格及び関係省庁等からの要請等必要によ
り海上保安庁長官を、それぞれ構成員とする。 
 

     （対策本部幹事会の設置、構成） 
  （３）対策本部に幹事会を置く。その構成員は次のとおりとする。 

幹事会長  内閣危機管理監 
幹    事  内閣官房副長官補（安全保障、危機管理担当） 

内閣広報官 
                  内閣情報官 
                  警察庁警備局長 
                  防衛庁運用局長 
                  消防庁次長 
                  法務省刑事局長 
                  外務省大臣官房領事移住部長 
                  厚生労働省大臣官房技術総括審議官 
                  国土交通省総合政策局長 
                  海上保安庁警備救難監 
                  その他幹事会長が必要と認める者 
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この場合、事件が放射性物質の放出を伴う場合は文部科学省科学技
術・学術政策局長及び原子力安全・保安院長を、生物剤の使用を伴う場
合は文部科学省研究振興局長及び経済産業省製造産業局長を、化学剤の
使用を伴う場合は経済産業省製造産業局長を、また、事件の性格から必
要により警察庁当該事件担当局長を、それぞれ構成員とする。 
なお、外務省については、担当部局が別途ある場合には当該担当部局
長等とする。 
 

     （事務局の設置、構成等） 
(４) 対策本部・同幹事会の事務を処理するため､事務局を危機管理センター
に設置する。事務局の事務局長は内閣危機管理監をもって充て、事務局
員は関係省庁等の職員をもって充てる。事務局に、総務班、対策班、対
策支援・連絡班、センター情報班及び広報班を置く。各班の構成及び所
掌事務の基準は別紙１のとおりとする。事務局は、対策本部が廃止され
た場合、その事務を内閣官房（安全保障、危機管理担当）に引き継ぐも
のとする。 

 
  ２  対策本部会議 
     （対策本部会議の開催） 
(１) 対策本部会議は、本部長が主宰し危機管理センターにおいて開催する。 
 

     （対策本部会議の協議決定） 
(２) 対策本部会議は、事件の概要及び対処の経過について報告を受けた後、
基本的対処方針その他の対処に係る重要事項等について協議決定する。 
 

     （閣議への付議） 
(３) 対策本部で協議決定された事項のうち、閣議に付議すべきものがある
場合には、内閣官房（安全保障、危機管理担当）等は、速やかに内閣総務
官室と連絡を取り、所要の手続きを行う。 

 
  ３  対策本部幹事会における協議等 
     （対策本部幹事会の開催） 
(１) 対策本部幹事会は、幹事会長が主宰し危機管理センターにおいて開催
する。 
 

     （対策本部幹事会の協議等） 
(２) 対策本部幹事会は、基本的対処方針その他の対処に係る重要事項につ
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いて協議検討するとともに、対策本部の方針に基づき、関係省庁の行う初
動対処及び再発防止等に係る対処について協議調整する。 
 

     （対策本部幹事会への専門家の招致） 
(３) 幹事会長は、特に専門的知識が必要と認められる場合は、対策本部幹
事会に専門家を招致して意見を聴取することができる。 
 
（対策本部事務局による協議等） 
(４) 対策本部事務局は、必要に応じ、別紙２に掲げる者により構成する会
議を開催するなどにより、情報の集約と協議調整を行う。 

 
４ 現地対策本部 
対策本部は、必要に応じ現地対策本部を設置することとし、関係機関に必
要な協力の要請を行う。構成員の基準については、以下を参考とする。 
 
現地対策本部長      関係省庁等の副大臣又は政務官クラス 
構  成  員     関係省庁等の課長又は課長補佐クラス 

                      現地の都道府県警察及び管区警察局の幹部 
                      現地の自衛隊部隊の幹部 
                      現地の管区海上保安本部の幹部 
                      現地の消防本部の幹部 
                      現地の地方公共団体の幹部 
                      その他現地対策本部長が必要と認める者 

 
第５ 安全保障会議の開催 
  大量殺傷型テロ事件への対処に関し、内閣総理大臣から安全保障会議に諮
問がなされる場合、内閣官房（安全保障、危機管理担当）は、安全保障会議
の開催に関する所要の手続きを行う。 

 
第６ 広報   

対策本部等及び関係省庁は、事件の再発防止、社会不安の解消、国民によ
る協力の確保等の観点から、事前又は事後に相互に十分な調整と連絡を行い
つつ、的確な広報に努めるものとする。その際、人命の救助及び事件の解決
のための措置に支障を生じることのないよう十分留意するとともに、報道機
関に対しても、必要な協力を求めるものとする。 
  なお、広報の分担については、原則として、対策本部等は、官邸対策室及
び対策本部の設置及び廃止、対策本部会議、同幹事会会議等の開催結果等に
ついての広報を行い、関係省庁は、それぞれの所掌に関連する事項について
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の広報を行うものとする。 
 
第７ 関係省庁等における対策の推進 
  １  関係省庁等における体制の整備等 

(関係省庁等における体制の整備） 
(１) 関係省庁等は、本対処計画に定める事項の実施に関し、別に定める役
割分担に従い、予め所要の体制整備を推進するとともに、大量殺傷型テロ
事件が発生し又は発生するおそれがある場合には、相互に連携・協力し必
要な対処を行うものとする。 
 

     （警察機関の活動への支援・協力） 
(２) 関係省庁等は、大量殺傷型テロ事件に際して警察機関が行う鎮圧及び
捜査のための活動に対し、積極的な支援・協力を行うものとする。 
 

     （外務省の邦人保護活動等への支援・協力） 
(３) 関係省庁等は、国外で発生した大量殺傷型テロ事件に際して外務省が
行う邦人保護活動等に対し、専門家の派遣等を含めた積極的な支援・協力
を行うものとする。 

 
２ 専門家ネットワークの構築 
関係省庁等は、放射性物質、生物剤、化学剤等原因物質の特定・分析、影
響評価、防護、多数の被害者の救急搬送、住民の避難、医療措置、除染・防
疫、無害化等に関する措置を的確に行う上での知見を迅速に入手し、その他
対策の実施に必要な協力を得ることなどを主たる目的として、放射性物質、
化学剤及び生物剤のそれぞれについて、専門家の参加によるネットワークを
予め構築するものとする。 
 

３ 現場対処マニュアルの策定 
関係省庁等は、大量殺傷型テロ事件への対処に関し、相互に連携しつつ、
所管する事項に関する初動措置を推進する。とくに、関係省庁等及び関係機
関等の有機的な連携による対処を必要とする以下の措置等については、関係
省庁等が予め協力してこれらに係る共通の現場対処マニュアルを策定し、そ
れぞれの関係機関等に提示するものとする。 
 
(人命救助に関する措置) 

(１) 多数の被害者の救助、救急搬送、救急医療等の人命救助に関する措置 
 
(原因物質特定・分析及び影響評価に関する措置) 
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(２) 放射性物質、生物剤、化学剤等原因物質の特定・分析及び影響評価等
に関する措置 
 
(除染、防除、無害化等に関する措置) 

(３) 放射性物質、生物剤、化学剤等の除染、防除、無害化等に関する措置 
 
  ４ 現地における協議調整 

現地対策本部が設置されない場合若しくは設置に至らない段階において、
初動措置等に従事する現地関係機関等（警察、海保、消防、保健所、検疫所
医療機関、地方公共団体、自衛隊、地方衛生研究所、その他研究機関等をい
う。以下同様。）の円滑な連携を確保する目的で、関係省庁等は、相互に調
整の上、以下の(１)乃至(４)の措置が事案発生時に迅速に執られるよう、予
め通達等を通じて指導、調整することとする。 

 
  （現地調整所への緊急参集） 
(１) 国内で大量殺傷型テロ事件が発生した場合、現地関係機関等の代表者
は、予め定められた場所（以下、仮に「現地調整所」という。）に緊急参
集すること 
 
(現場措置の相互調整) 

(２) 現地調整所においては、現地関係機関等が相互に情報の共有に努める
とともに、原因物質の特定・分析、影響評価、防護、多数の被害者の救助、
救急搬送、救急医療、住民の避難、除染・防疫、無害化等の現場措置の実
施について、相互に必要な調整を行い、各々の現場活動を迅速かつ効果的
に行うこと 
 
(現地調整所の運営) 

(３) 現地調整所における会議については、現地関係機関等の代表のうち予
め指定された職にある者が議事の進行に当たること。また、現地調整所に
おける会議の構成及び運営方針等については、それぞれの実状に応じ予め
定めておくこと 
 
(関係省庁等の参加) 

(４) 現地調整所には、必要に応じて関係省庁等から派遣される職員及び専
門家等が参加すること 
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別紙２ 
 
          協  議  調  整  を  行  う  構  成  員 
 
              危機管理審議官 
              内閣参事官（内閣官房副長官補（安全保障、危機管理担当）付） 
              内閣参事官（内閣広報室） 
              内閣参事官（内閣情報調査室） 
              警察庁警備局警備企画課長 
              防衛庁運用局運用課長 
              消防庁救急救助課長 
             法務省刑事局公安課長 
              外務省大臣官房領事移住部邦人特別対策室長 
              厚生労働省大臣官房厚生科学課長 
              国土交通省大臣官房参事官（危機管理） 
              海上保安庁警備救難部管理課長 
              その他必要と認める者 
 
この場合、事件が放射性物質の放出を伴う場合は、消防庁特殊災害室長、文
部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課長及び原子力安全・保安院原子力
防災課長を、生物剤の使用を伴う場合は、文部科学省研究振興局ライフサイエ
ンス課長及び経済産業省製造産業局生物化学産業課長を、化学剤の使用を伴う
場合は経済産業省製造産業局化学兵器・麻薬原料等規制対策室長を、その他事
件の性格から必要により、警察庁当該事件担当局課長、法務省刑事局国際課長
及び公安調査庁調査担当課長を、それぞれ構成員とする。 
 


